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令和６年度 南相馬市新市建設計画の見直し(素案)【概要】 

 

１ 新市建設計画見直しに係る基本的な考え方                              

これまでの国の動向や、本市における新市建設計画の取組状況等を踏まえ、令

和８年度以降においても、引き続き、当該計画に基づく、「新市・合併の基本理

念」、「新市の将来像」、「将来像実現のための基本目標」など、新市建設の基本方

針の下、合併特例債を有効に活用し、３区の地域特性を生かすとともに、新市全

体の一体化と均衡ある発展、個性的で魅力あるまちづくりを行うため、当該計画

の期間延長等の見直しを行うものです。 

２ 新市建設計画の趣旨                                     

新市建設計画は、旧小高町、旧鹿島町、旧原町市の３市町からなる新市のまち

づくりを総合的かつ効果的に推進することを目的とし、当該計画の実現に努め

ることにより、旧３市町の地域特性を生かし、速やかな一体化を促進し、住民福

祉の向上と新市全体の均衡ある発展、個性的で魅力あるまちづくりを目指し、平

成 16 年 12 月に策定しました。 

３ これまでの新市建設計画見直しの経過                             

平成 24 年６月に「東日本大震災による被害を受けた合併市町村に係る地方債

の特例に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、合併特例債の活用期間

が 10 年間延長されました。 

このことから、本市では、平成 27 年度に当該計画の計画期間を平成 17 年度か

ら令和７年度まで（合併後 20 か年度）延長するとともに、将来指標の見通し（人

口・世帯数等）や財政計画等の見直しを行いました。 

さらに国では、合併特例債の活用可能期間を更に５年間（20 か年度から 25 か

年度）延長する法改正が行われたところです。 

４ 新市建設計画の取組状況と合併特例債の活用状況                             

本市では、当該計画に基づき、震災関連を除く普通建設事業（以下「普通建設

事業」という。）について、合併特例債を主要な財源として実施してきました。

令和５年度末時点で、約 634 億円の普通建設事業を実施しており、令和７年度末

時点で、約 709 億円の普通建設事業を実施する見込みとなっております。 

一方で、本庁舎建設事業や消防防災施設整備など、震災と原発事故の影響等に

よる事業期間の延長や先送りを余儀なくされた事業があり、これら事業を実施

するため、令和８年度以降、約 212 億円の普通建設事業を見込んでおります。 

合併特例債については、令和７年度末時点で約 163 億円を活用する見込みで

あり、合併特例債の上限額が約 239 億円であることから、令和８年度以降、約 76

億円が有効に活用できる財源として残されています。 
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【参考】：令和７年度末時点での普通建設事業及び合併特例債の活用見込み 

区分 
普通建設事業 

事業見込額（※1） 
割合 

合併特例債 
活用上限額 

合併特例債 
活用見込額 

R8 年度以降 
合併特例債 
活用可能額 

    
709 億円 

（約 634 億円） 100％ 約 239 億円  約 163 億円 約 76 億円 

 小高区  127 億円（約 116 億円） 18％  約 24 億円 

 鹿島区  128 億円（約 115 億円） 18％  約 29 億円 

 原町区  454 億円（約 403 億円） 64％  約 110 億円 
 

（※1）：( )内は令和５年度末時点での事業見込額です。 

 

５ 主な変更内容（※2）                                           

 ◆合併特例債を有効に活用するため計画期間を５年間延長 （平成 17 年度から 

令和 12 年度までに延長） 

◆計画期間の延長に伴う人口推計等の修正 

 ◆計画期間の延長に伴う財政計画の修正 
  

（※2）：上記以外は、原則、現計画を踏襲するものとします。 

なお、今回の変更内容に係る詳細は、別紙「新旧対照表（資料２）」の

とおりです。 

 

６ 新市建設計画見直し（素案）に係るパブリックコメント手続（概要）                                           

今回の計画見直しに当たり、次のとおりパブリックコメント手続を実施しま 
す。  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）件名 

   南相馬市新市建設計画見直し（素案） 

（２）趣旨 

 「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一

部を改正する法律（平成 30 年 4 月 25 日施行）」を踏まえ、「南相馬市新 

市建設計画」の計画期間について、平成 17 年度から令和 12 年度までに延

長するもの。 

（３）公表期間 

   令和６年５月 20 日(月)～６月８日(土) 

（４）PC 手続資料 

  ・新市建設計画見直し（素案）【概要】（資料１） 

  ・新市建設計画見直し（素案）に係る【新旧対照表】（資料２） 

  ・新市建設計画見直し（素案）【計画書】（資料３） 

（５）公表場所（開庁日、休館日を除く） 

  企画課、市民課総合案内窓口、各区市民総合サービス課、各生涯学習 

センター、市民情報交流センター、市ホームページ 

（６）提案方法 

   書式は、自由。住所、氏名、電話番号を明記の上、直接持参、郵便、 

ファックス、電子メール等で提出。 

（７）提出先・問合せ 

   〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目 27 番地 復興企画部企画課 

電話：24-5358 FAX：23-2511 メール：kikaku@city.minamisoma.lg.jp 

mailto:kikaku@city.minamisoma.lg.jp
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７ 新市建設計画見直し（素案）主なスケジュール                                           

（１）パブリックコメント手続：５月 20 日(月)～６月８日(土)  

（２）各区地域協議会（諮問）：６月中旬～下旬 

（３）９月市議会定例会（議案上程）：９月上旬 

（４）国・県への報告：９月下旬 

以上 
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南相馬市新市建設計画 新旧対照表 

 
頁 新 旧 

表紙 

 

小高町・鹿島町・原町市 
 

南相馬市 
新 市 建 設 計 画 

 

 

 

～山・川・海 豊かな自然が心をひとつにつなぐまち～ 

 

南相馬市（令和○年○月改訂） 

 

南相馬市（平成２８年 ３月改訂） 

 

南相馬合併協議会（平成１６年１２月策定） 

 

 

小高町・鹿島町・原町市 
 

南相馬市 
新 市 建 設 計 画 

 

 

 

～山・川・海 豊かな自然が心をひとつにつなぐまち～ 

 

 

南相馬市（平成２８年 ３月改訂） 

 

南相馬合併協議会（平成１６年１２月策定） 

 

Ｐ４ 

 

（３）計画期間 

新市建設の基本方針（将来像）については、将来を展望した長期的な

視点に立つものとし、主要施策、財政計画については、合併後２５年間

（平成１７年度から令和１２年度まで）について定めるものとします。 

 

 

（３）計画期間 

新市建設の基本方針（将来像）については、将来を展望した長期的

な視点に立つものとし、主要施策、財政計画については、合併後２０

年間（平成１７年度から平成３７年度まで）について定めるものとし

ます。 
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頁 新 旧 

Ｐ２８ 

 新市の人口・世帯数は、平成１７年から令和２年までの国勢調査結果

及び東日本大震災後の市内居住実態を踏まえ、コーホート要因法（国勢

調査のデータを基に、生残率や出生率などの要因を加味し、変化率によ

り将来の人口を推計する方法）による推計に政策的な人口増加等を加味

して算出しています。 
 

その結果、平成 12 年（2000 年）の国勢調査結果の人口 75,246

人、老年人口の構成比 21.9％が、令和 12 年（2030 年）には 55,542

人、38.7％となり、人口の減少、老年人口の構成比の増加が更に一段

と進むものと見込まれます。 
 

 世帯数については、平成 12 年の世帯数 22,435、一世帯当人数

3.35 人から、令和 12 年には世帯数 26,810、一世帯当人数 2.07 人

へと、世帯数の増加、一世帯当人数の減少が進むものと見込まれます。 

 

 新市の人口は、平成７年から平成２２年までの国勢調査結果及び東

日本大震災後の市内居住実態を踏まえ、コーホート要因法（国勢調査

のデータを基に、生残率や出生率などの要因を加味し、変化率により

将来の人口を推計する方法）による推計に政策的な人口増加等を加味

して算出しています。 
 

その結果、平成 12 年（2000 年）の国勢調査結果の人口 75,246

人、老年人口の構成比 21.9％が、平成 36 年（2024 年）には 55,567

人、37.8％となり、人口の減少、老年人口の構成比の増加が更に一段

と進むものと見込まれます。 
 

 世帯数については、昭和 60 年から平成２２年までの６回の国勢調

査結果及び東日本大震災後の人口変化を踏まえ推計した結果、平成

12 年の世帯数 22,435、一世帯当人数 3.35 人から、平成 36 年に

は世帯数 24,171、一世帯当人数 2.30 人へと、世帯数の増加、一世

帯当人数の減少が進むものと見込まれます。 

 

 

Ｐ２９ 

新市の就業構造を、平成１７年から令和 2 年までの国勢調査結果及

び東日本大震災後の人口変化を踏まえ推計した結果、就業人口総数は平

成 12 年の 37,577 人から、令和 12 年には 25,214 人へと、総人口

の減少に連動する形で、大きく減少が見込まれます。 

また、産業大分類の就業人口の推計値は下表のとおりであり、第１次

産業就業者数は平成 12 年の 3,291 人（8.8％）から、令和 12 年に

は 1,581 人（6.3％）へと減少が続き、第２次産業就業者数も同様に

推移するとともに、第３次産業就業者数も平成 12 年の 19,634 人

（52.3％）から令和 12 年には 14,559 人（57.7％）へと減少する

傾向で推移するものと見込まれます。 

新市の就業構造を、昭和 60 年から平成２２年までの６回の国勢調

査結果及び東日本大震災後の人口変化を踏まえ推計した結果、就業人

口総数は平成 12 年の 37,577 人から、平成 36 年には 21,617 人

へと、総人口の減少に連動する形で、大きく減少が見込まれます。 

また、産業大分類の就業人口の推計値は下表のとおりであり、第１

次産業就業者数は平成 12 年の 3,291 人（8.8％）から、平成 36 年

には 1,729 人（8.0％）へと減少が続き、第２次産業就業者数も減少

で推移するのに対し、第３次産業就業者数は平成 12 年の 19,634 人

（52.3％）から平成 36 年には 14,894 人（68.9％）へと就業人口

が減少する一方で就業割合については増加傾向で推移するものと見

込まれます。 
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頁 新 

Ｐ２８ 

〈人口・世帯の見通し〉 
（単位：人、％） 

 

旧 
〈人口・世帯の見通し〉 

（単位：人、％） 
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頁 新 

Ｐ２９ 

〈将来人口の見通し（年齢層）〉 
（単位：人）        

旧 
〈将来人口の見通し（年齢層）〉 

（単位：人）             
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頁 新 

Ｐ２９ 

〈就業構造の見通し（産業大分類）〉 
（単位：人、％） 

 

旧 
〈就業構造の見通し（産業大分類）〉 

（単位：人、％）            
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頁 新 旧 

P.６５

P.６６ 

 

④地方債 

新市建設計画事業の財源として、現行の地方債制度を基本に、普通交

付税の算定に有利な合併特例債を見込んでいます。また、臨時財政対策

債は、算定した普通交付税の交付基準額を基本に、過去の実績等により

算出し、今後も継続されるものとしています。 

 

 

 

 

 

 

④地方債 

新市建設計画事業の財源として、現行の地方債制度を基本に、普通

交付税の算定に有利な合併特例債を見込んでいます。また、臨時財政

対策債は平成 16 年度額が今後も継続されるものとしています。 
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頁 新 

Ｐ６８ 
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頁 新 

Ｐ６９ 
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頁 旧 

Ｐ６８ 

 

 

○歳入 （単位：百万円）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度

8,633 8,236 9,155 8,974 8,892 8,971 8,860 8,799 8,798 8,673 8,551

372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372

1,120 1,120 1,351 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447

12,785 12,170 10,464 8,689 8,288 8,059 6,463 6,509 6,510 6,603 6,695

普通交付税 6,089 6,170 6,103 6,267 6,283 6,181 5,563 5,609 5,610 5,703 5,795

特別交付税 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 900 900 900 900 900

震災復興特別交付税 5,696 5,000 3,361 1,422 1,005 878 0 0 0 0 0

68 66 65 123 121 118 116 113 111 109 106

287 304 302 347 344 341 338 335 332 329 325

12,376 9,451 8,791 3,994 3,812 3,763 2,696 2,719 2,743 2,766 2,790

80,481 59,039 5,088 2,717 2,757 2,712 1,673 1,687 1,701 1,716 1,731

881 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146

19,104 4,062 3,247 2,209 2,573 2,355 3,636 3,127 3,015 3,724 3,426

1,553 1,624 1,763 1,693 1,624 1,541 1,527 1,527 1,527 1,527 1,527

4,669 2,838 4,089 2,398 2,359 2,261 3,332 3,341 3,341 5,360 5,379

142,329 99,428 44,833 33,109 32,735 32,086 30,606 30,122 30,043 32,772 32,495

○歳出 （単位：百万円）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度

4,753 4,206 4,044 3,826 4,005 3,732 3,786 3,666 3,603 3,546 3,453

3,721 4,079 4,089 4,100 4,111 4,154 4,198 4,243 4,288 4,335 4,383

5,032 2,947 2,968 2,994 3,096 3,144 3,277 3,288 3,295 3,103 3,103

78,054 60,147 8,754 5,171 5,253 5,474 5,304 5,167 5,058 4,971 4,867

625 637 650 663 676 690 703 717 732 746 762

7,463 6,001 4,009 3,436 3,421 3,344 3,590 3,268 3,232 3,214 3,167

3,012 1,404 1,550 1,171 839 831 711 764 764 701 533

1,731 1,264 1,190 1,200 1,215 1,154 970 847 834 822 812

4,650 4,754 4,215 2,756 2,826 2,917 2,977 3,072 3,147 3,244 3,325

31,560 12,245 12,501 7,192 6,693 6,046 4,490 4,490 4,490 7,490 7,490

普通建設事業費 27,081 11,567 12,095 7,162 6,663 6,016 4,460 4,460 4,460 7,460 7,460

災害復旧事業費 4,479 678 406 30 30 30 30 30 30 30 30

140,601 97,684 43,970 32,509 32,135 31,486 30,006 29,522 29,443 32,172 31,895

（単位：百万円）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度

1,728 1,744 863 600 600 600 600 600 600 600 600

△ 1,546 880 △ 9 △ 37 △ 568 △ 531 △ 315 △ 516 △ 530 △ 394 △ 769

3,397 4,277 4,268 4,231 3,663 3,132 2,817 2,301 1,771 1,377 608

財政調整基金残高 3,383 4,247 5,119 5,345 4,776 4,245 3,931 3,415 2,884 2,490 1,721

地域振興基金残高 1,066 835 605 375 230 171 112 52 0 0 0

東日本大震災復旧・復興基金 9,881 8,702 8,063 7,583 7,078 6,491 4,361 2,951 1,668 508 0

普通会計基金残高 27,489 26,560 26,607 26,433 25,299 24,376 14,716 12,953 11,303 8,879 6,587

12.5% 10.6% 9.3% 7.7% 7.7% 8.1% 8.8% 9.4% 9.9% 9.7% 9.5%

※普通会計基金残高中、東日本大震災復興交付金基金については、残額見込額を平成３３年度で国へ返還するものとして記載しています。

諸収入

繰越金・繰入金

財産収入

県支出金

国庫支出金

分担金及び負担金

地方交付税

各種交付金

地方譲与税

使用料及び手数料

地方税

地方債

補助費等

人件費

歳出合計

歳入合計

投資的経費

繰出金

投資・出資・貸付金

積立金

維持補修費

物件費

公債費

扶助費

実質公債費比率

累計収支

実質単年度収支

歳入-歳出



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

～山・川・海 豊かな自然が心をひとつにつなぐまち～ 

 

 

 

 

南相馬市（令和○年 ○月改訂） 

 

南相馬市（平成２８年 ３月改訂） 

 

南相馬合併協議会（平成16年12月策定） 

            

南相馬市 

新 市 建 設 計 画 
 

小高町・鹿島町・原町市 
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〈将来人口の見通し（年齢層）〉 
（単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）就業構造 

新市の就業構造を、平成１７年から令和２年までの国勢調査結果及び東日本大震

災後の人口変化を踏まえ推計した結果、就業人口総数は平成 12 年の 37,577 人か

ら、令和 12 年には 25,214 人へと、総人口の減少に連動する形で、大きく減少が

見込まれます。 

また、産業大分類の就業人口の推計値は下表のとおりであり、第１次産業就業者

数は平成 12 年の 3,291 人（8.8％）から、令和 12 年には 1,581 人（6.3％）へ

と減少が続き、第２次産業就業者数も同様に推移するとともに、第３次産業就業者

数も平成 12 年の 19,634 人（52.3％）から令和 12 年には 14,559 人（57.7％）

へと減少する傾向で推移するものと見込まれます。 

〈就業構造の見通し（産業大分類）〉 
  （単位：人、％）

 
注１） 就業人口総数には分類不能を含む。 
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③その他経費を 10 年間で約３５億円削減できます 

３市町でそれぞれ行っていた共通の行政事務に必要な委託料や事務経費などが削

減できることから 10 年間で約３５億円が削減できます。 

 

２ 策定の基本的考え方 

以下に示す新市の財政計画は、市町村の合併の特例に関する法律第５条第１項第

４号の規定に基づき、合併年度及び１０か年度（平成 17 年度～平成２７年度）の財

政運営の指針として、歳入・歳出を費目ごとに、過去の実績や現在の財政状況、地

方財政制度等を踏まえ、普通会計ベースで作成しています。 

作成にあたっては、健全な財政運営を基調に、前述の合併に伴う歳出の削減効果、

行政水準の一元化による影響額、建設計画に必要な経費等を反映させるとともに、

合併特例債等の財政支援措置を勘案しています。歳入・歳出の考え方は次のとおり

です。 

 

■歳 入 

①地方税 

住民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税について、現行の税制度を基本

に、現在の経済状況や今後の人口推計値等を踏まえ見込んでいます。 

 

②地方交付税 

現行の交付税制度を基本に、普通交付税算定の特例（合併算定替）により算

定し、合併に係る財政支援措置や合併特例債等の元利償還金に対する交付税措

置を見込んでいます。 

 

③国庫支出金・県支出金 

一般行政経費分は過去の実績等により算定し、新市建設計画の事業分を見込

んでいます。また、合併に伴う財政支援措置（合併市町村補助金、合併市町村

支援交付金）を考慮しています。 

 

④地方債 

新市建設計画事業の財源として、現行の地方債制度を基本に、普通交付税の

算定に有利な合併特例債を見込んでいます。また、臨時財政対策債は、算定し
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た普通交付税の交付基準額を基本に、過去の実績等により算出し、今後も継続

されるものとしています。 

⑤その他 

地方譲与税、各種交付金、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、

繰入金、諸収入等を、過去の実績や平成 16 年度の税源移譲などを勘案して見込

んでいます。 

 

■歳 出 

①人件費 

合併による特別職、議会議員等の定数の減による影響を見込んでいます。ま

た、一般職については、前年度の退職者に対し、新規採用者の補充を抑制する

ことにより、段階的に経費の削減を見込んでいます。 

 

②扶助費 

合併による扶助費等の増加、少子・高齢化の進行に伴う影響を見込んでいま

す。 

 

③公債費 

合併までの借入れに対する償還額と合併後の新市建設計画事業に伴う、合併

特例債等の償還見込額を併せて見込んでいます。 

 

④物件費 

合併による事務経費の削減効果を見込んでいます。 

 

⑤繰出金 

各特別会計・企業会計への繰出金を見込んでいます。 

 

⑥普通建設事業費 

現行の補助金制度、地方債制度を基本に、建設計画に位置づける普通建設事

業費を見込んでいます。 

 

⑦その他 

補助費、維持補修費等を、過去の実績や現在の経済状況等を勘案して見込ん

でいます。 
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